


埼玉県久喜市は、県東北部に位置し、首都圏へのアク

セスが良好なベッドタウンでありながら、豊かな自然と

歴史を持つ街です。栗橋地区は日光街道の宿場町として

栄え、鷲宮地区には関東最古の大社とされる鷲宮神社が

あります。また、市内には田園風景が広がり、ラベンダ

ーやコスモスが美しく咲き誇ります。久喜提燈祭りなど

の伝統行事も盛んです。交通利便性と自然、歴史が調和

した暮らしやすい都市として発展を続けています。 

 久喜市では、老朽化した３か所の清掃センターを集約し、効率的なごみ処理を行うため、令和９

年４月の供用開始に向けて、新たなごみ処理施設の整備を進めています。 

 一般的にごみ処理施設といえば、その必要性は理解されるものの煙や臭いなどの環境問題を心配

して、自宅周辺の建設となると反対されることが多い施設です。 

こうした迷惑施設というイメージを払拭し、多くの人で賑わう久喜市の新たなシンボルとなる施

設とするため、周辺環境に配慮した新たなごみ処理施設に合わせ、ごみ処理の過程で発生する熱を

活用した『余熱利用施設』、久喜市出身の林学博士で、“日本の公園の父”と称される本多静六博士

の理念を踏まえた『公園』を一体的に整備します。 

（１）整備予定地   埼玉県久喜市菖蒲町台２７７０番地１ 他 

（２）供用開始日   令和９年４月１日 

 （３）２施設一体整備のコンセプト 

  Ⅰ. 健康（運動） 

運動やスポーツを通じて市民の心身の健康づくりを支える空間 

Ⅱ. 交流・賑わい 

様々な地域や世代の人が訪れることにより、交流や賑わいが生まれる空間 

Ⅲ. 自然・憩い 

本多静六博士の公園整備の理念を踏まえた豊かな緑に親しみながら、誰もが心地よく 

過ごせる空間 

Ⅳ. 環境（エコ） 

エネルギーを有効利用した、環境への取組みを身近に感じられる空間 

  



（４）２施設の特徴 

『余熱利用施設』は、エネルギーを有効活用し、心身の健康づくりやリフレッシュに適した温

水プールや温浴施設をはじめ、誰もが気軽に運動できるトレーニングジムやフィットネススタジ

オ、また会議や各種教室など目的に合わせてフレキシブルに利用ができる多目的室などを整備す

ることにより、幅広い世代の方々にとって、健康増進と新たなコミュニティ形成の場となること

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

『公園』は、久喜市出身の林学博士で、“日本の公園の父”と称される本多静六博士を顕彰する

森をはじめ、みなが一緒に遊べる、何度も足を運びたくなるような遊具、丘のような起伏も楽し

みながら体力づくりができるランニング・ウォーキングコースなど、たくさんの緑や自然に囲ま

れながら、誰もが心地よく過ごせる憩いの場となるよう整備を進めています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

このように、それぞれの施設が機能を補完、相互利用しながら、その相乗効果を最大限に発揮で

きるような一体性を持ち、この場所でなければ味わえない、一つの場所でいくつもの楽しみを体験

できる交流・余暇の拠点として、全国的にも類を見ない特徴的な施設となります。



 令和９年４月、久喜市菖蒲地区に誕生する『余熱利用施設』及び『公園』が、新たな賑わいの場

として、多くの方に親しまれ、愛されるよう、２施設を総称する愛称を広く募集します。採用され

た愛称は、施設のリーフレットやホームページなど施設の広報活動を含む様々な用途に使用しま

す。 

 

（１）募 集 内 容   『余熱利用施設』及び『公園』の２施設を総称する愛称 

（２）応 募 要 件   以下の条件を満たすこと。 

・著作権や商標権などの知的財産権を侵害しないものであること。 

            ・応募者の創作かつ未発表のものであること。 

            ・読みがなで１５字以内であること。 

            ・ひらがな、カタカナ、ローマ字、漢数字、又はこれらの組み合わせの 

表記であること。記号は使用できません。 

（３）募 集 期 間   令和７年８月１日～９月１４日 ４５日間 

（４）応 募 資 格   不問 

（５）応 募 方 法   以下、いずれかの方法で応募してください。 

 

 

 

 

（６）応募作品数   １人何点でも応募可能 

（７）選考方法及び結果について 

   応募作品は、主旨、目的及び募集内容等に照らし、あらかじめ適したものを５作品程度に絞

り、令和８年１月頃市民投票を実施します。市民投票にて、最も得票数の多かった作品を優秀



作品とし、結果は同年３月頃公表します。 

   同一作品（作品に込めた想いを含む）に、複数の応募があった場合、代表者を抽選で決定

し、副賞の贈呈及び表彰を行います。 

 

（８）副    賞   賞金５万円 

                     ※未成年（１８歳未満）の方の作品が採用された場合には、賞金の贈呈や著作 

権に係る久喜市への了承を含め、各種手続きを親権者の方と行います。 

（９）表    彰  優秀作品の応募者は、開館式典（令和９年２～３月予定）にて、賞状及び

副賞を贈呈させていただきます。 

 

（10）注 意 事 項    

 採用された作品の著作権、その他一切の権利は、久喜市に帰属し、市が作品を使用する際、

著作者人格権（公表権・氏名表示権・同一性保持権）を行使しないものとします。 

 応募用紙に記載された個人情報については、本募集に関する用途以外に使用しません。ただ

し、優秀作品に採用された方には、本人同意のうえ、結果の公表に際し、氏名等を公表させ

ていただくことがあります。 

 応募に伴い、応募者間又は応募者と第三者において諸問題が発生した場合、久喜市は一切の

責任を負いません。 

 採用された作品が他者の権利を侵害することが判明した場合や、他者の権利を侵害する恐れ

があると認められる場合、その他本募集要項に違反していることが認められた場合は、結果

発表後であっても採用を取り消すものとします。 

 受付通知及び不採用通知は送付しません。また、選考結果の問合せには対応しかねます。 

 応募により募集要項に同意したものとします。 

 

埼玉県久喜市菖蒲町新堀３８ 

  久喜市 環境経済部 資源循環推進課 余熱利用推進室  

 電 話：０４８０‐８５‐１１１１（内線３５１） 

  メール：shigenjunkan@city.kuki.lg.jp 

  ※メールでの応募は受け付けておりません。 


